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君津中央病院企業団議会  

 

令和５年３月定例会会議録（第１号） 

 

 君津中央病院企業団企業長田中 正は、令和５年３月１日をもって令和５年３月１０日午後１時３０

分に木更津市桜井１０１０番地君津中央病院４階講堂に企業団議会を招集した。 

 

１ 出欠席議員は次のとおりである。 

 出席議員 

  ２番 渡辺厚子、３番 田中幸子、４番 高橋 明、５番 橋本礼子、７番 福原敏夫 

  ８番 山田重雄、９番 小泉義行、１０番 緒方妙子、１１番 根本駿輔、１２番 花澤一男 

 欠席議員 

  １番 石井 勝、６番 中川茂治 

 

 

２ 職務のために議場に出席した職員は次のとおりである。 

 庶務課主幹 玉川智久 

 

 

３ 説明のため出席したものは次のとおりである。 

 企業長 田中 正、代表監査委員 在原昌秀、監査委員 磯貝睦美、病院長 海保 隆 

 事務局長 竹下宗久、事務局次長 佐伯哲朗、庶務課長 國見規之、人事課長 石井利明 

 医事課長 重信正男、管財課長 相原直樹、財務課長 小柳洋嗣、経営企画課長 中園倫弘 

 病院長代理兼患者総合支援センター長 畦元亮作、副院長兼学校長 木村博昭、副院長 柳澤真司 

分院長 田中治実、医療技術局長 児玉美香、看護局長 金綱はるみ 

 

 

４ 会議に付した事件は次のとおりである。 

・議案第１号   君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

         （提案理由の説明、補足説明、質疑、討論、採決） 

・議案第２号   君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制 

         定について 

         （提案理由の説明、補足説明、質疑、討論、採決） 

・議案第３号   令和４年度君津中央病院企業団病院事業会計補正予算（第５号） 

         （提案理由の説明、補足説明、質疑、討論、採決） 

・議案第４号   令和５年度君津中央病院企業団病院事業会計予算 

         （提案理由の説明、補足説明、委員会付託） 

 

 

（午後１時３０分開会） 
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＜議長＞ 

 皆さん、こんにちは。 

 初めに、出席定数を確認いたします。 

 ただいまの出席議員数は１０人でございます。 

 本日、中川茂治議員から欠席の届けが出ておりますので、ご報告いたします。 

 定足数に達しておりますので、令和５年３月君津中央病院企業団議会定例会を開会いたします。 

 ここで、田中企業長から招集のご挨拶をお願いします。 

 田中企業長。 

＜企業長＞ 

３月議会定例会の開会にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。 

 議員の皆さまにおかれましては、年度末の公務ご多忙の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症の状況についてのご報告でございます。 

本年１月３日に４件目のクラスターが発生し、最大４４名が入院しておりましたが、１月１８日に収

束し、その後はクラスターの発生はなく、２月は平均３名程度、３月に入っては１名程度と新型コロナ

ウイルス感染者数は減少しております。 

また、県が３月１日から病床確保のフェーズを１に引き下げたことに伴い、当院も同日から確保病床

数を２５床から１８床へといたしました。 

新型コロナウイルス感染症については、５月８日から、その分類が５類となることが決定し、今後の

医療提供体制、医療費の公費負担などについての具体的な方針が政府から提示されます。新型コロナウ

イルス感染症対策が新たな局面を迎えることを踏まえ、当院といたしましても、近隣医療機関との連携

を更に密にし、当院による提供が必要とされる医療を継続してまいります。 

 続いて事業の報告でございます。 

始めに、地下水浄化設備工事について報告いたします。 

 昨年５月から始まった工事も本年２月１日に水質検査が終了し、２月３日から地下水の供給を開始い

たしました。これにより、病院で使用する水の９割がいわゆる自前で確保できることとなり、災害拠点

病院としての要件である、災害時において３日間病院機能を維持できる分の水の確保が可能となりまし

た。 

 次に、敷地内薬局についての報告でございます。病院利用者の利便性向上の観点からアメニティ棟と

名付けられた建物は、１階には調剤薬局であるアイン薬局とタリーズコーヒーが入り４月から営業開始

となります。２階は本院棟で不足する居室を確保するため事務部門の一部が移転し、３階はふだんは病

院の会議室として使用し、災害等発生時においては対策本部として使用します。現在、災害等発生時に

は対策本部を本院棟４階講堂に置くこととしていますが、同所には医療ガス供給設備を整備し、患者収

容可能としています。対策本部を新たな場所に展開できることにより、非常時にはより多くの患者を収

容できることとなります。 

続きまして、令和５年１月までの経営状況でございます。 

本院、分院いずれも医業収益が予定を下回っていることもあり、本院では１億１，８００万円の純損

失、分院でも３，７００万円の純損失を計上する結果となりました。令和４年度も残り１か月を切りま

したが、職員一丸となり、経営改善に向けた取り組みを続けてまいります。 

さて、本定例会では３月議会定例会提出案件としまして、君津中央病院企業団個人情報の保護に関す

る法律施行条例の制定、企業長の給与及び旅費に関する条例の一部改正、令和４年度病院事業会計補正
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予算、令和５年度病院事業会計予算の全４議案を提出させていただいております。 

議案の詳細につきましては、後ほど事務局より説明いたしますので、よろしくご審議くださいますよ

うお願い申し上げまして、招集のご挨拶とさせていただきます。 

＜議長＞ 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

監査委員から地方自治法第１９９条第４項の規定による令和４年度定期監査及び同法第２３５条の２

第１項の規定による例月出納検査の結果について報告がありました。お手元に配布しておきましたので、

ご了承願います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してございます。その順序に従いまして会議を進めてまいりますの

で、ご了承願います。 

 

     日程第１ 会期の決定について 

 

 日程第１、会期の決定を行います。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期は本日から３月２７日までの１８日間としたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議ないものと認め、会期は本日から３月２７日までの１８日間と決定いたしました。 

 

     日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 

 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第９３条の規定により、議長から高橋明議員及び緒方妙子議員を指名いたします。 

 

     日程第３ 議案の上程 

 

 日程第３、議案の上程を行います。 

 本日、上程の議案は４件でございます。 

 朗読については省略いたしますので、ご承知願います。 

 なお、上程されている議案については一括して提案理由の説明を求めます。 

 田中企業長。 

＜企業長＞ 

 本定例会に提出いたしました議案の提案理由につきまして、ご説明申し上げます。 

 はじめに、議案第１号 君津中央病院企業団個人情報の保護の関する法律施行条例の制定については、

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、個人情報の保護に関する法

律が直接地方公共団体に適用されることに伴い、同法により定めることが委任又は許容された事項を定

めるため、条例を制定するものです。 

次に、議案第２号 君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、企業団の経営状況を踏まえ、経営責任者である企業長の私が経営改善の姿勢を引き続



 4 

き示し、給料月額を引き下げる期間を１年間延長するため、条例の一部を改正するものです。 

次に、議案第３号 令和４年度君津中央病院企業団病院事業会計補正予算（第５号）については、

本・分院の業務予定量の補正とこれに伴う収益の補正、新型コロナウイルス感染症対応や医療機関物価

高騰対策支援、看護職員処遇改善等に関する補助金収入の補正、そのほか予算の適正執行のために必要

なものを計上するものです。 

最後に、議案第４号 令和５年度君津中央病院企業団病院事業会計予算については、令和５年度は、

第６次５か年経営計画の３年目であり、それに基づく財務計画も含め、必要な見直しを加えるための検

証を行う年度であります。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大やその他の国内外の情勢は、企業団

運営に大きな影響を及ぼしており、その先行きは不透明な状況にあります。このため、当初予算の編成

にあたっては、本院の業務量では、新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響を踏まえつつも、第６次５

か年経営計画後半以降の目標とする数値を改めて設定し、収支においては、安定的な経営の確保、経営

資源の適正配分による有効活用、医師及び看護師の確保を重点項目とし、可能な限りの収入確保及び費

用抑制策を盛り込み、予算編成いたしました。 

第６次５か年経営計画における主要施策に対する予算としましては、良質で安全な医療の提供の柱と

なる人材を確保するための諸事業に１億６，２００万円、勤務環境の整備の柱となる働きやすい職場環

境を整備するための事業に１億６，１００万円を計上しております。 

また、資本的支出に総額２５億１，０００万円を計上し、そのうち、建設工事費に、厨房・洗濯排水

処理施設更新工事等で１億６，５００万円、医療機械器具費に、循環器系Ｘ線診断装置等の整備で４億

２，９００万円、備品費に、周術期患者情報システムの更新等で３億１，３００万円を計上しておりま

す。 

これらにより、本院事業で２３６億７，９００万円、分院事業で８億３００万円、看護師養成事業で

２億８，２００万円の収益的支出予算を編成する一方、２５億１，０００万円の資本的支出予算を編成

し、企業団全体として２７５億７，８００万円の予算規模をもちまして、当地域の中核病院としての使

命を果たすべく事業活動を推進してまいります。 

なお、公立病院として事業の継続と安定した医療の提供に欠くことのできない構成市負担金につきま

しては、令和５年度は、高等教育無償化対応経費分を含む１８億２，９４０万円をいただきたく、提案

するものでございます。 

以上で提案理由の説明を終了いたします。 

よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

＜議長＞ 

 提案理由の説明が終わりましたので、直ちに議案を取り上げたいと思います。 

 議案第１号 君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題といた

します。 

 事務局に補足説明を求めます。 

 竹下事務局長。 

＜事務局長＞ 

 それでは、議案第１号 君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを

補足説明申し上げます。 

提出議案説明資料の１ページをご覧ください。はじめに、項番１の条例制定の趣旨でございます。 
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、従来、国の行政機関、独立行

政法人等、民間事業者及び地方公共団体についてそれぞれ分かれていた個人情報の保護に係る規律が個

人情報の保護に関する法律、以下、法と言わせていただきますが、これに統合されることとなりました。 

地方公共団体においては、令和５年４月１日から法が直接適用されるため、現行の君津中央病院企業

団個人情報保護条例を廃止し、法の施行に関して必要な委任された事項、また、条例で定めることが許

容される事項を規定する君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例、以下、条例と言わ

せていただきますが、これを制定しようとするものでございます。 

次に項番２の条例で定める事項でございます。 

１つ目といたしまして、条例第４条に情報公開条例の不開示情報との整合性を図るため、情報公開条

例第７条第２号ただし書ウで開示されることとなる公務員の氏名について、条例においても同様の取扱

いとすることを定めます。 

２つ目に、条例第５条に開示決定の期限について、法において開示決定の期限は、開示請求のあった

日から３０日以内としていますが、現行の運用に合わせ、開示請求のあった日から１５日以内とするこ

とを定めます。 

３つ目に、条例第７条の開示請求に係る手数料について、手数料は無料とし、写しの交付に要する費

用を規則で定めることとします。写しの交付に要する費用は、現行の運用と同様、写し１枚につき１０

円、多色刷は５０円を徴収します。また、減免規定等の取扱いについても現行の運用に合わせるものと

して定めます。 

４つ目に、条例第１０条に運用状況の公表について、保有個人情報の開示請求等に対する対応の状況

を、現行の運用と同様に年１回公表することを定めます。 

２ページに移り、その他として、開示請求等の請求書の記載に関する事項、そして、附則には現行の

個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置として、守秘義務の規定、罰則の規定を定めます。 

項番３の附則による廃止及び改正については、条例の制定に伴い、これまでの君津中央病院企業団個

人情報保護条例を廃止し、そして、君津中央病院企業団情報公開条例に規定している情報公開・個人情

報保護審査会の所掌事項に、法の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議することを加えるも

のでございます。 

最後の項番４の施行日については、令和５年４月１日となります。 

補足説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

＜議長＞ 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

＜２番 渡辺厚子議員＞ 

１点だけお聞きしたいんですけれども、条例第１０条の運用状況の公表についてです。年１回公表す

るとありますが、いつ頃公表する予定としているのか教えてください。 

＜庶務課長＞ 

公表については、まとまりしだい随時ホームページで公表しています。あとは、広報誌クロ－バーで

公表しております。 

＜年１回の声あり＞ 

すみません。年１回公表しています。公表時期については、現在把握できておりませんので、後ほど

回答させていただきます。 
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＜議長＞ 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑がないようですので、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、採決いたします。 

 議案第１号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（全 員 挙 手） 

 挙手全員であります。 

 議案第１号 君津中央病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については原案のとお

り可決されました。 

 続きまして、議案第２号 君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 事務局に補足説明を求めます。 

 竹下事務局長。 

＜事務局長＞ 

議案第２号 君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを補足説明申し上げます。 

恐れ入りますが、提出議案説明資料の４ページをご覧ください。 

企業団の経営状況を踏まえ、経営責任者である企業長は、経営改善に取り組む姿勢として、令和２年

４月から自らの給料月額を引き下げる措置を講じております。今回、引き続き同様の姿勢を示すため、

企業長の給与に係る条例に対して、月額の引き下げの期間を一年延長するために必要な改正を行おうと

するものです。 

具体的には、５ページの新旧対照表で示しますように、企業長の給料月額に対する１００分の１０に

相当する額の減額措置を令和６年３月３１日までの間、延長しようとするもので、施行日は令和５年４

月１日を予定しております。 

なお、当企業団の特別職は企業長のみですが、この措置による削減額は期末手当等の手当分を含め１

７１万４，８５９円となります。 

補足説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

＜議長＞ 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑がないようですので、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、採決いたします。 

 議案第２号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（全 員 挙 手） 

 挙手全員であります。 

 議案第２号 君津中央病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定に
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ついては原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第３号 君津中央病院企業団病院事業会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

 事務局に補足説明を求めます。 

 竹下事務局長。 

＜事務局長＞ 

議案第３号 令和４年度君津中央病院企業団病院事業会計補正予算第５号について補足説明申し上げ

ます。 

提出議案説明資料の６ページをご覧ください。 

上段の枠囲いの中で、概要をお示ししてございます。 

 補正予算第５号は、本院・分院の業務予定量の補正と、これに伴う収益の補正、新型コロナウイルス

感染症対応や医療機関物価高騰対策支援、看護職員処遇改善等に関する補助金収入の補正、そのほか、

予算の適正執行のために必要なものを計上するものでございます。 

 引き続き、項番ごとに内容を補足いたします。 

 まず項番１、本院事業収益の表をご覧ください。本院事業収益全体といたしましては、既決予定額に

対しまして１億３，０６６万５，０００円を減額補正し、補正後の予算額を２２７億４，９２８万５，

０００円にしようとするものでございます。 

その内訳でございますが、まず、医業収益を既決予定額に対しまして５億５，６５８万７，０００円

を減額補正いたします。医業収益の内訳は、外来収益及びその他医業収益でございます。 

 それぞれの内容につきましては、右側の説明欄でお示ししますとおり、外来収益につきましては、予

算第２条第１項で定める業務の予定量を下方修正するものでございまして、延患者数を、既決予算によ

る業務量の２８万５，５２５人から１万４，５８０人の減となる２７万９４５人へ、１日平均患者数を 

１，１７５人から６０人の減となる１，１１５人へと改め、また、診療単価を２１，６００円から   

６００円の減となる２１，０００円へと改め、これら患者数及び診療単価の減による収入減を見込むこ

とから既決予定額に対しまして４億７，７４９万５，０００円を減額補正し、補正後の予算額を５６億

８，９８４万５，０００円にしようとするものでございます。 

 次の、その他医業収益につきましては、健康相談収益を減額補正するもので、説明欄でお示しします

とおり、人間ドック利用者数の減による収入減を見込むことから、既決予定額に対しまして、７，９０

９万２，０００円を減額補正し、補正後の予算額を６億２，５５１万６，０００円としようとするもの

でございます。 

 続く医業外収益につきましては、国県補助金を既決予定額に対しまして４億２，５９２万２，０００

円増額補正するもので、その内容は右側の説明欄でお示ししますとおり、まず、新型コロナウイルス感

染症対策事業に関するものでございます。個々の事業ごとの補助額につきましては、病床確保支援事業

が３億７，２５１万６，０００円、夜間・休日患者受入体制整備事業が７５０万円、自宅療養者等診療

体制強化事業が４０５万円であり、いずれの事業も補助対象期間は１０月から３月まででございます。 

 次に、医療機関物価高騰対策支援事業による補助金でございます。これは１床当たり５万円が支援さ

れることから、本院６６０床に対し３，３００万円が補助されるものとなります。 

 次に、看護職員等処遇改善事業です。これは、令和４年２月から９月までの看護員特殊勤務手当に対

しまして４千円が補助され、補助総額は２，５４７万８，０００円となるものでございます。 

 最後に、ドクターヘリ運営事業でございます。これはドクターヘリ飛行時間区分の変更に伴い、１，

７７０万８，０００円の減額補正を、これとは別にドクターヘリレジストリ構築経費の追加分としまし
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て１０８万６，０００円の増額補正を行うもので、これらの差し引きによりドクターヘリ運営事業補助

金に対して１，６６２万２，０００円の減額補正を行うものでございます。 

資料は、７ページをお願いいたします。 

項番２、本院事業費用の表をご覧ください。 

本院事業費用全体といたしましては、既決予定額に対しまして３億６，４９２万９，０００円を減額

補正し、補正後の予算額を２３０億４，３１３万７，０００円にしようとするものでございます。その

内訳でございますが、まず、医業費用のうち、給与費で１億５００万円を、材料費で２億２，５００万

円を、経費で１，２４２万９，０００円をそれぞれ減額補正しようとするもので、その内容は、右側の

説明欄でお示ししますとおり、給与費につきましては、給料及び手当を減額補正するもので、職員の予

定数未確保による給料及び手当の減、並びに麻酔科常勤医師確保による非常勤医師給の減によるもので

ございます。 

 次の材料費につきましては、薬品費においては腫瘍用薬等の高額医薬品の消費量の減により、１億６，

０００万円を減額補正し、診療材料費においては業務量の減に伴う診療材料購入分の減により６，５０

０万円を減額補正しようとするものでございます。 

 最後の経費につきましては、旅費交通費、光熱水費、委託料をそれぞれ補正するもので、旅費交通費

につきましては、麻酔科非常勤医師の来訪回数の減により７００万円を減額補正し、一方、光熱水費に

つきましては電気料金及びガス料金の単価高騰により、２，５８０万９，０００円増額補正し、委託料

につきましては、年間飛行時間の減によりドクターヘリ運航業務を１，７７０万８，０００円減額補正

し、夜間休日救急外来事務業務を１，３５３万円減額補正するものでございます。 

 次に、医業外費用の補正でございますが、これはその他医業外費用を既決予定額に対しまして２，２

５０万円減額補正しようとするもので、右側の説明欄でお示ししますとおり、薬品費及び診療材料の購

入額の減に伴います消費税分の減額でございます。 

 続きまして、項番３、分院事業収益の表をご覧ください。 

 分院事業収益全体といたしましては、既決予定額に対しまして２，２３４万３，０００円を補正減し、

補正後の予定額を７億３，９２１万６，０００円としようとするものでございます。 

 その内訳でございますが、まず医業収益を既決予定額に対しまして３，８９６万１，０００円減額補

正いたします。医業収益の内訳は、入院収益及び外来収益でございますが、それぞれの内容につきまし

て、右側の説明欄でお示しすると、入院収益、外来収益ともに予算第２条第２項で定めます業務の予定

量を下方修正することによるものでございます。 

 入院収益につきましては延べ患者数を既決予算による業務量の１万１，６８０人から１，０９５人の

減となる１万５８５人、１日平均患者にしますと３２人から３人の減となる２９人へと改め、診療単価

においては２万９，０００円から８００円の増となる２万９，８００円と改め、これら診療単価の増に

よる増収を上回る患者数の減により収入減を見込むことから、既決予定額に対しまして２，３２８万７，

０００円を減額補正し、補正後の予定額は３億１，５４３万３，０００円にしようとするものでござい

ます。 

 資料は８ページをお開きください。 

 続いて、外来収益につきましてですが、延べ患者数は既決予算によります業務量４万１，３１０人か

ら３，６４５人の減となる３万７，６６５人へ、１日平均患者数にしますと１７０人から１５人の減と

なる１５５人へと改め、また診療単価は７，４００円から３００円の増となる７，７００円へと改め、

これら診療単価の増によります増収を上回る患者数の減により、こちらの収入減を見込むことから、既
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決予定額に対しましては１，５６７万４，０００円を減額補正し、補正後の予定額を２億９，００２万

円にしようとするものでございます。 

 続く医業外収益につきましては、国県補助金を既決予定額に対しまして１，６６１万８，０００円増

額補正しようとするもので、その内容は右側の説明欄でお示ししますとおり、まず新型コロナウイルス

感染症対策事業がございます。対象となる事業項目ごとの補助額につきましてですが、病床確保支援事

業が８月、９月のクラスター発生によるものといたしまして、１，０４３万７，０００円。 

 続いて、入院患者受入協力金支援事業といたしまして、８月、９月のクラスター発生分といたしまし

て３１５万円、自宅療養者等診療体制強化事業といたしまして、９月の修正分及び１１月分といたしま

して１５万円となっております。 

 続きまして、医療機関物価高騰対策支援事業及び看護職員等処遇改善事業につきましては、本院同様

の補助となりますが、医療機関物価高騰対策支援事業が１８０万円、看護職員等処遇改善事業において

は１０８万１，０００円をそれぞれ増額補正しようとするものでございます。 

 続きまして、項番４、分院事業の表をご覧ください。 

 分院事業費用全体といたしましては、既決予定額に対しまして、６０１万２，０００円を増額補正し、

補正後の予算額を７億６，９８６万７，０００円にしようとするものでございます。 

 その内訳でございますが、まず医業費用のうち材料費では４００万円、そして経費では１６１万２，

０００円をそれぞれ増額補正しようとするもので、その内容は右側の説明欄でお示ししますとおり、ま

ず材料費につきましては、薬品費を増額補正するもので、これは新型コロナウイルス感染症のクラスタ

ー発生時に高額な治療薬を使用したことによる増でございます。経費につきましては、光熱水費を増額

補正するものでございますが、こちらは電気料金の単価高騰による増となっております。 

 次に、医業外費用の補正でございます。こちらはその他医業外費用を既決予定額に対しまして４０万

円増額補正しようとするもので、右側の説明欄でお示しするとおり、薬品の購入額の増に伴います消費

税分を増額補正しようとするものでございます。 

 資料は９ページに移りまして、項番５の補正後の年間収支でございます。今回の補正によりまして、

まず本院事業におきましては、既決予算の３億２，３００万６，０００円の純損失に対して、今回の補

正で２億３，４２６万４，０００円損失が縮小し、８，８７４万２，０００円の純損失を、そして、分

院事業におきましては、既決予算によります４２９万６，０００円の純損失に対しまして、その損失が

２，８３５万５，０００円拡大し、今回の補正後は３，２６５万１，０００円の純損失をそれぞれ見込

むものでございます。 

 続きまして、項番６、資本的収入の表をご覧ください。 

 資本的収入につきましては、その他資本的収入におきまして３００万円を減額補正しようとするもの

で、こちらは右側の説明欄でお示しするとおり、大佐和分院医事会計システムの稼働時期が変更となっ

たため、令和４年１月から１２月までの収支事業を対象とする国保特別調整交付金の交付を受けられな

くなったことによるものでございます。なお、本件につきましては令和５年度に改めて交付申請しよう

とするものであることを申し添えさせていただきます。 

 続きまして、項番７、資本的支出の表をご覧ください。 

 資本的支出につきましては、長期貸付金において１，９２０万円を減額補正しようとするもので、右

側の説明欄でお示ししますとおり、医師研究資金貸付者数の減によるものでございます。 

 以上の項番６及び７の内容から、資本的収支不足額が変更になりますので、次の項番８、資本的収支

不足額の補てんにおきましてお示しするとおり、不足額は既決額に対しまして１，６２０万円縮小し、
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補正後の収支不足額は１４億２，８１９万１，０００円となります。 

 次の１０ページ、上段の表では、今回の補正により発生する修正を反映させたものとしております。 

 項番９、その他の項目でございます。予算の適正執行のために必要なものといたしまして、まず１点

目、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、今回の補正に伴い、予算第

９条に定めました本院の職員給与費の金額を減額補正し、次の（２）棚卸資産の購入限度額につきまし

ては、予算第１０条で定めました棚卸資産の購入限度額の限度額を減額補正しようとするものでござい

ます。 

 次の資料１１ページから１３ページまでは、ただいまご説明いたしました内容を表にまとめたもので

ございます。 

 補正予算（第５号）に係る補足説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

＜議長＞ 

 説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

 渡辺議員。 

＜２番 渡辺厚子議員＞ 

 説明資料の６ページ、本院事業収益のその他医業収益のうち、人間ドック利用者数の減による収入減

という説明がございますが、どの程度少なくなったのかという、何か点数でいいんでしょうか、何か教

えていただければ。 

＜議長＞ 

 重信医事課長。 

＜医事課長＞ 

 ただいまの質問に関しましてお答えいたします。 

 令和４年度当初予算では、１日平均１６名の利用を見込んでおりましたが、令和４年１１月末時点で

１日平均１１名程度の利用しかなく、残り４か月で予算を達成するためには、１日平均２６名の利用が

必要となりますが、現状では利用者数の急激な増加が見込めないことから、補正減額させていただくこ

ととしております。 

＜議長＞ 

 渡辺議員。 

＜２番 渡辺厚子議員＞ 

 令和４年度、コロナの影響がどの程度あるのか、その辺はちょっと分からないんですけれども、令和

２年度、令和３年度と比較しまして、やはり同じような状況なのか、年度単位で増えているものなのか。

この後、令和５年度の予算ということなので、その辺のこの減り具合がもしかしたら反映されているの

かというふうな推察する数字になっているかと思うんですが、このコロナの影響について、またその他

の要因とか何か分析されていることがあったら教えてください。 

＜議長＞ 

 重信医事課長。 

＜医事課長＞ 

 コロナの影響なんですけれども、令和２年度、３年度と比較しますと、利用者数は増えてきてはいる

ものの、まだコロナ流行前と比べますと、まだ下回っているような状況です。ですので、まだコロナの

影響が完全になくなっているという考えではございません。 
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 それから、ほかの要因なんですけれども、最近の物価の高騰による家計への負担増とか、そういった

影響もあるのかなというふうには感じております。 

＜議長＞ 

 よろしいでしょうか。 

＜２番 渡辺厚子議員＞ 

 はい。 

＜議長＞ 

 ほかにございませんか。 

 根本議員。 

＜１１番 根本駿輔議員＞ 

 資本的収入において、先ほどご説明にありました会計システムの交付金が受けられなくなったという

ことなんですけれども、令和５年度に交付申請ということなんですけれども、これは今年度は３００万

円の交付が出なかったということなんですけれども、見込みとして令和５年度に申請して、同じように

３００万円が交付される見込みなのか、そのあたりどうお考えでしょうか。 

＜議長＞ 

 小柳財務課長。 

＜財務課長＞ 

 ただいまの質問にお答えします。 

 議員がおっしゃるとおり、令和５年度に３００万円が入る見込みでございます。 

＜議長＞ 

 根本議員。 

＜１１番 根本駿輔議員＞ 

 特にこれによって、マイナスが出ることはないと思うんですが、参考までに、稼働時期が変更となっ

た原因はどういった点でしょうか。 

＜議長＞ 

 小柳財務課長。 

＜財務課長＞ 

 当初では、夏頃から事業予定をしていたところでございますが、準備等に若干手間取ってしまいまし

て、予算の執行状況が全体的に遅れてしまったということでございます。機器のハードウエア上の手配

等の関係もあったように聞いております。 

 以上でございます。 

＜議長＞ 

 よろしいでしょうか。ほかに。 

＜財務課長＞ 

 補足いたします。今の機器というのは半導体関係のところもあったように聞いております。 

 以上でございます。 

＜議長＞ 

 ほかにございませんか。 

 ほかに質疑がないようですので、討論を省略し、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認め、採決いたします。 

 議案第３号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 

（全 員 挙 手） 

 挙手全員であります。 

 議案第３号 令和４年度君津中央病院企業団病院事業会計補正予算（第５号）は、原案のとおり可決

されました。 

 ここでお諮りします。 

 次の議案第４号については、当会議の後に開かれる予算決算審査委員会に審査の付託をし、同委員会

にて質疑を行い、討論、採決については定例会の最終日に行いたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議ないものと認め、当会議では補足説明までを行い、質疑については予算決算審査委員会で、討

論、採決については定例会の最終日にて行います。 

 それでは、議案第４号、令和５年度君津中央病院企業団病院事業会計予算を議題といたします。 

 事務局による補足説明を求めます。 

 竹下事務局長。 

＜事務局長＞ 

 議案第４号、令和５年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について補足説明を申し上げます。 

 提出議案説明資料の１４ページをお開きください。 

 まず、項番１で掲げております概要でございます。 

 令和５年度の予算は、第６次５か年経営計画の３年目に当たるものでございます。それに令和５年度

５か年経営計画に基づく財務計画も含め必要な見直しを加えるための検証を行う年度でもございます。

一方で、新型コロナウイルス感染拡大やその他の国内外の情勢は、企業団運営に大きな影響を及ぼして

おり、その先行きは不透明でございます。 

 このため、当初予算の編成に当たっては、本院の業務量では新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響

を踏まえつつも、第６次５か年経営計画後半以降の目標とする数値を改めて設定し、収支におきまして

は、安定的な経営の確保、経営資源の適正配分による有効活用、医師及び看護師の確保を重点項目とし、

可能な限りの収入確保及び費用抑制策を盛り込んだ予算編成としております。 

 （２）の予算の骨子について、それぞれの事業ごとに補足させていただいております。 

 まず、本院事業でございます。収入面では、堅実な業務量を目標とすることで、医業収益の減を見込

むものとしております。 

 費用面では医薬品のジェネリック、あるいはバイオシミラーへの切替えや共同購入の活用などにより、

材料費の抑制を見込む一方で、医師等正規職員の増員や令和４年度人事院勧告の影響、看護員処遇改善

事業手当の増などによります給与費の増、そして電気及びガス料金の単価高騰による経費の増を見込む

ものでございます。 

 投資的経費では、建物附属設備の更新工事や循環器系Ｘ線診断装置をはじめとする設備整備による施

設機能及び医療機能の維持・充実を図るものでございます。 

 そして、構成市負担金は、今後の資本的収支予算の財源確保のため、継続的な一定規模の繰入れが必

要ではございますが、電気及びガス料金の大幅な増額等の収益的収支予算での需要増に対応するため、

資本的収支予算への繰入額を減額し、収益的収支予算へこれを充てるものとしております。 
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 続いて、分院事業につきましては、収入面では堅実な業務量を目標としつつ、入院・外来単価の上昇

により医業収益の増を見込み、費用面では、患者給食業務の委託や電気料金の単価高騰等による経費の

増のほか、給与費や減価償却費の増を見込むものでございます。 

 看護師養成事業は、収入面では、授業料の引上げによる増収や入寮者の電気料金受益者負担分の増を

見込み、そしてその費用面では、電気及びガス料金の単価高騰による経費及び寄宿舎費の増のほか、給

与費の増を見込むものでございます。 

 右側の１５ページ、項番の２、予算第２条で定めます業務の予定量でございます。お示しする表は、

左から２列目のＡ列が、令和５年度予算案を、そしてＢ列が令和４年度当初案、Ｃ列はこれらの比較増

減としてございます。 

 まず、（１）の本院事業でございますが、病床数はご覧のとおり変わりございません。 

 中ほどの延べ患者数でございます。入院では令和４年度当初予算から４．３％の減となる１８万４，

４６４人、外来では令和４年度当初予算から増減なしの２８万５，５２５人といたしました。その下、

１日平均患者数で見ますと、入院は令和４年度当初予算から４．５％の減となる５０４人、外来は同じ

く令和４年度当初予算から増減なしとなります１，１７５人となるものでございます。 

 続いて（２）の分院事業でございます。本院同様病床数に変わりはございませんが、延べ患者数は入

院では令和４年度当初予算から０．３％の増となる１万１，７１２人、外来は令和４年度当初予算から

２．９％の減となる４万９５人といたしました。１日平均患者数で見ますと、入院は令和４年度当初予

算に対して増減なしの３２人、外来は令和４年度当初予算に対して２．９％減となります１６５人とす

るものでございます。 

 最後、（３）看護師養成事業でございますが、３学年合わせまして、令和４年度の予定量に対して増

減なく１７９人を予定しております。 

 続きまして、１５ページからの項番３，予算第３条で定めます収益的収入及び支出でございます。 

 （１）の概要でございます。１６ページの表は企業団全体の収益的収入及び費用をお示しするもので

ございます。表の左から２列目のＡ列が、令和５年度予算案の金額、続くＢ列が令和４年度当初予算、

そしてＣ列はこれらの比較増減となります。 

 １７ページの摘要欄の記載に沿ってご説明いたしますので、適宜左の表と併せてご確認いただければ

と存じます。なお、この項目での説明は万円単位の説明とさせていただきますので、あらかじめご了承

ください。 

 まず、予算規模でございます。企業団の予算規模は２５１億３，１１７万円。これは令和４年度の当

初予算との比較で２億７，１８９万円、１．１％の増となるものでございます。 

 続いて、収益的収入でございます。本院及び分院の医業収益の合計額は２２０億３，０９７万円、令

和４年度の当初予算との比較では２億２０６万円、０．９％の減を見込むものでございます。 

 医業外収益と看護師養成事業収益の合計額は２７億５，３２７万円で、このうち３事業を合わせまし

た構成市負担金は、高等教育無償化対応経費を含めまして１７億２，２４０万円計上するものでござい

ます。 

 特別利益は退職手当組合からの還付金収入や現病院建設に充てました企業債に係る元金償還金への構

成市負担金の繰入金の収益化などにより、３億４，６９３万円を計上しております。 

 これらによります収入の総額は、令和４年度当初予算と比較し、２億７，１８９万円、１．１％の増

となるものでございます。 

 続いて、③の収益的支出でございます。本院及び分院の医業費用の合計額は２３３億２，９６２万円、
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令和４年度の当初予算との比較では２億１，２０７万円、０．９％の増を見込むものでございます。 

 医業収益に対します医業費用の割合は１０５．９％、これは令和４年度当初予算での数値に対して１．

９ポイントの上昇となっております。 

 企業団管理費、医業外費用及び看護師養成事業費用の合計額は、１４億３，４２７万円を見込んでお

ります。 

 特別損失は、退職給付引当金繰入額等により２億９，９２４万円を計上し、これらによります支出の

総額は、令和４年度当初予算と比較し２億８８５万円、０．８％の増となっております。 

 資料は１８ページ、１９ページをお開きください。ここからは事業別の収支についてご説明申し上げ

ます。 

 まず最初に本院事業でございます。 

 令和５年度予算におきましては、本院事業収益全体で、令和４年度の当初予算に対しまして１億５，

３３９万円の増としております。 

 その下の医業収益は２億１，９０８万円の減となります２１３億３，８１３万円とするものでござい

ますが、その内訳となります入院収益におきましては、１８ページの中ほどより右側の説明欄でお示し

するとおりでございます。先ほど業務の予定量で説明申し上げましたが、まず、１日平均患者を令和４

年度当初予算に対して、２４人の減となる５０４人とするためでございます。そのほか手術件数の増や

看護職員処遇改善の診療報酬評価等によりまして、診療単価を２，３００円の増となる７万８，５００

円と見込むものの、先ほどの業務量の減によります減収のほうが大きく影響し、最終的には２億４８４

万円の減としてございます。 

 次に外来収益でございます。 

 外来収益につきましては、令和４年度実績ではコロナ禍の影響もございまして、患者数、診療単価と

もに落ち込んだところではございますが、コロナ流行前の状況や近年の化学療法件数の増を踏まえまし

て、１日平均患者数、診療単価ともに、令和４年度当初予算と同数を見込むことから、収益におきまし

ても、令和４年度当初予算と同額にしようとするものでございます。 

 次のその他医業収益につきましては、人間ドック利用者数の減を見込むことによりまして、令和４年

度当初予算に対して１，４２４万円の減収としております。 

 続いて、医業外収益でございます。 

 医業外収益につきましては、令和４年度当初予算に対しまして３億７，２４７万円の増としておりま

す。その内訳は、まず国県補助金ではドクターヘリ運営事業や周産期医療施設運営費補助金等の計上に

よります増、負担金交付金においては構成市負担金のほかに、県からの国民健康保険特別調整交付金８

８２万円を見込むことによります増、保育所収益においては延べ保育児数を定員の８０人から上半期で

９０人、下半期で１００人を見込むことによります増、長期前受金戻入では、令和４年度補助事業分の

戻入開始によります増、そしてその他医業外収益では、電気及びガス料金の単価高騰によりますレスト

ラン及び売店等事業者の受益者負担分の増を見込むことによります増収としております。 

 また、令和５年４月から敷地内保険調剤薬局、こちらはアメニティ棟という名称が決定しております

が、このアメニティ棟内の事業者からの電気及び水道料金の受益者負担分を新たに計上することによる

増収を見込むものでございます。 

 １８ページ、下の表に移りまして、本院事業費用でございます。 

 令和５年度予算におきましては、本院事業費用全体で令和４年度当初予算に対しまして、本院事業収

益同様に１億５，３３９万円の増としております。 
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 まず医業費用から説明申し上げます。医業費用につきましては令和４年度当初予算に対しまして０．

８％に当たります１億６，８３８万円の増としてございます。その内訳でございますが、１８ページの

中ほど右側の説明に示してございますが、給与費の主な増減理由、そして１９ページのほうに内訳を記

載してございますが、まず給与費においては昇級や人事院勧告の影響等による増がある一方で、非常勤

医師の派遣依頼数の減などを見込むことにより、全体では令和４年度当初予算に対しまして２億６，８

６８万円の増を見込むものでございます。 

 ２０ページ、２１ページをご覧ください。材料費でございます。 

 材料費のうち、薬品費及び診療材料費につきましては、安価となる購入手法や価格交渉等によりまし

ての減額を見込む一方で、給食材料費は食材料費の高騰によります増額を見込み、材料費全体では令和

４年度当初予算に対しまして、４億９２万円の減を見込むものでございます。 

 次に経費でございます。 

 令和４年度当初予算に対しまして３億４，５５２万円の増としてございますが、その内訳といたしま

しては、まず光熱水費においては地下水浄化供給システムの導入によります水道料金の減額を見込むも

のの、原油価格高騰の影響によります電気及びガス料金単価の上昇を見込むことによります増、そして、

修繕費におきましては減少、賃借料におきましてはアメニティ棟の２階、３階フロアを企業団が使用す

るために賃借することにより発生する賃借料、そして再リースとしているコピー機の更新を見込むこと

によります増。委託料におきましては医療機械保守、設備保守、ドクターヘリ運航、あるいは院内清掃、

医師紹介等、職員では行えない業務や職員を雇用して行うより委託したほうが効率的な業務を委託する

ことによる増を見込むものでございます。 

 減価償却費につきましては、令和４年度に取得いたしました資産の償却開始による増と、耐用年数経

過によります減からなる増減によりまして、全体では減少となっております。 

 資産減耗費でございますが、こちらは循環器系Ｘ線診断装置等の更新対象資産の除却を見込む分の増

額としてございます。 

 医業費用の最後になります研究研修費でございますが、医学洋書の価格高騰によります図書費の増、

専門看護師養成によります研修会費の増により、全体としては増額としてございます。 

 続いて医業外費用でございます。 

 医業外費用につきましては、令和４年度当初予算に対して１．３％に当たる１，４９９万円の減とし

てございます。 

 主な内訳といたしましては、支払利息におきましては、現病院建設の起債分の償還や、ガスコージェ

ネレーション設備リースの経過によります減のほか、保育所運営費においては、先ほど医業外収益の保

育所収益でご説明しました保育所定員を見直すことによります委託料の増、そして、その他医業外費用

におきましては、貯蔵品購入減額に伴います雑損失の減、固定資産購入に係る長期前払消費税額償却の

減などを見込むものでございます。 

 資料２２ページ、２３ページをお開きください。 

 大佐和分院でございます。分院事業としております。 

 令和５年度予算におきましては、分院事業収益全体では令和４年度当初予算に対しまして４，４５４

万円の増としております。その下にあります医業収益は、全体として２．５％、１，７０２万円の増と

なる６億９，２８４万円とするものでございますが、その内訳となる入院収益におきましては、２２ペ

ージの表の右側の説明欄でお示ししますとおり、先ほどの業務の予定量での説明を申し上げましたが、

１日平均患者数を令和４年度の数値に対して増減なしとする一方で、令和４年度実績を踏まえつつ、看
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護職員処遇改善の診療報酬評価等により診療単価を１，０００円の増となる３万円と見込むため、全体

として１，２６４万円の増としております。 

 続いて外来収益につきましては、令和４年度の実績を踏まえて１日平均患者数は５人減の１６５人を

見込む一方で、診療単価においては４００円増の７，８００円を見込むことにより、７０５万円の増と

してございます。 

 大佐和分院のその他医業収益では、国保・後期高齢者特定健診収入の減少、あるいは新型コロナワク

チン接種料の減少を見込むことによります減収を見込むものでございます。 

 続いて医業外収益でございますが、令和４年度当初予算に対して２，７５３万円の増としております

が、その内訳といたしましては負担金交付金のうち、構成市負担金は令和４年度との比較で２，９００

万円の増とするほか、国からの国民健康保険特別調整交付金３４０万円を見込んでおり、その他医業外

収益は令和４年度当初予算に対しまして２０９万円の減としております。 

 こちらのその他医業外収益の減については、二次救急輪番待機回数の減によります救急輪番待機料の

減収によるものでございます。 

 続きまして、中ほどより下の大佐和分院の事業費用でございます。 

 令和５年度予算におきましては、分院事業費用全体で令和４年度当初予算に対しまして４，４５４万

円の増としてございます。医業費用から順にご説明申し上げます。 

 まず医業費用につきましては、令和４年度当初予算に対しまして５．９％に当たる４，３６９万円の

増としてございます。その内訳といたしまして、まず給与費は、２２ページ右側の説明欄に掲げてござ

います主な増減理由は、その隣の２３ページに記載してございますが、昇給や人事院勧告の影響等によ

る増がある一方で、職員数の減による減額を見込むことにより、全体では給与費は令和４年度当初予算

に対して８９５万円の増を見込むものとなっております。 

 材料費につきましては、令和４年度当初予算に対して２９３万円の減としてございますが、これは診

療材料費におきましては、令和４年度実績を踏まえ購入分の増を見込むことによります増、その一方で、

給食材料費におきましては、給食材料の調達を含め、患者給食業務を外部委託にすることにより生じる

減額となっております。 

 続いて経費でございます。経費は令和４年度当初予算に対しまして３，３６５万円の増としてござい

ますが、その内訳は、光熱水費においては原油価格高騰によります電気料金単価の上昇を見込むことに

よる増、そして修繕費においては建物修繕や医療機械等修繕による増額、委託料におきましても患者給

食業務の外部委託開始による増額を計上するものでございます。 

 ２４ページ、２５ページをご覧ください。 

 大佐和分院、減価償却費でございます。令和４年度に取得した資産の償却開始による増と、耐用年数

経過によります減による増減並びに器械備品におきましては、この２月に更新稼働いたしました医事シ

ステムの償却を開始することによる増額により、減価償却費全体では増となるものでございます。 

 その下、資産減耗費につきましては、電話設備等の更新対象資産の除却を見込むことによります増額

と、最後の医業外費用については、貯蔵品購入の増額に伴います雑損失の増、そして固定資産購入に係

ります長期前払消費税額償却の減などを見込み、全体では増額としているものでございます。 

 ２４ページ、中段からは、看護師養成事業でございます。 

 まず、看護師養成事業収益につきましては、令和４年度の当初予算に対しまして４％に当たる１，０

９１万円の増としてございます。 

 その内訳といたしましては、学費収益につきましては、高等教育の修学支援新制度によります授業
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料・入学金の減免者数増を見込むものの、授業料の引上げによる増が減免額の増を上回ることによって、

結果的には増収を、負担金交付金につきましては、構成市負担金として学校運営費及び高等教育無償化

対応経費を計上するもので、こちらは令和４年度との比較で８８０万円の繰入増としてございます。 

 その他事業収入につきましては、学生寮寮費の引上げや電気料金単価高騰によります入寮者の受益者

負担分の増額による増収を見込むものでございます。 

 続いて、一番下の表から始まりますが、看護師養成事業費用でございます。令和４年度当初予算に対

しまして、事業収入同様に４．０％に当たります１，０９１万円の増としてございますが、その内訳と

いたしましては、給与費につきましては昇給や人事院勧告の影響、職員の増によるもので３４８万円の

増としております。 

 ２６ページ、２７ページをお開きください。 

 教育費につきましては、学生健康診断の採血検査単価上昇を見込むことによります増額、そしてその

下、経費については光熱水費においては原油価格高騰による電気及びガス料金単価の上昇を見込むこと

による増額、そして賃借料においては再リースとしているコピー機の更新を見込むことによる増額を見

込む一方で、委託料においてはフィルター清掃業務の減、あるいは令和４年度に特定建築物定期点検業

務委託を計上したことによります反動減を、そして学生対策費におきましては、令和４年度に学校案内

パンフレット刷新の費用を計上したことによります、こちらも反動減によりまして、経費全体では５１

４万円の増とするものでございます。 

 次の寄宿舎費につきましては、光熱水費において原油価格高騰によります電気料金単価の上昇を見込

むことによる増額、そしてその下、減価償却費につきましては、令和４年度に取得した資産の償却開始

による増と、耐用年数経過によります減による増減を見込み、研究研修費につきましては、看護教員養

成費用を計上することによる増額となり、支払利息につきましては、看護学校校舎及び学生寄宿舎の企

業債支払利息額を計上するものでございます。 

 続きまして、特別利益と特別損失でございます。 

 まず特別利益につきましては、退職手当組合からの還付金収入は、千葉県市町村総合事務組合の積立

基準額を超過した金額が毎年納める負担金額から差し引かれることになってございまして、その金額分

を特別利益に計上するものでございます。 

 元金償還金への繰入収益化額は、昨年９月議会で可決されました補正予算（第２号）でご説明申し上

げた現病院建設に係る元金償還金への４条予算繰入れを収益化するに当たり、対象資産の既償却額見合

い分を特別利益に計上するものでございます。 

 なお、この対象資産の既償却見合い分の特別利益計上は、現病院建設に係る元金償還金への４条予算

繰入れを行うことにより、毎年度発生するものとなりますので、企業団の予算の純損益におきましては

この分が黒字として計上されるよう編成していることを申し添えます。 

 続いて、特別損失でございます。 

 特別損失の中の過年度損益修正損失では、令和５年２月及び３月分の保険者請求分のうち、査定減と

なる分の欠損処理予定額を計上し、退職給付引当金繰入額では、退職手当組合による負担金縮減額を退

職給付引当金として計上するものでございます。その額は特別利益での還付額の見合い分としておりま

す。 

 ２８ページ、２９ページをお開きください。 

 大きな項番４、予算第４条で定めております資本的収入及び支出でございます。令和５年度の資本的

収入は、前年度当初予算に対しまして７．３％に当たる６，６４３万円の減となっております。総額で
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８億４，４５８万円となります。 

 その内訳でございますが、まず企業債による収入を、本院建設改修工事分で１億４，３００万円、本

院医療機器整備分で３億５，１００万円、本院情報システム整備分で２億３，４００万円としておりま

す。他会計負担金は、構成市負担金のうち現病院建設に充てた企業債に係る元金償還金への繰入れとし

て１億７００万円計上し、国県補助金は、医療提供体制推進事業費補助金といたしまして、小児医療施

設設備整備事業６５８万円を計上し、最後のその他収入においては、令和４年度で更新した大佐和分院

医事会計システムに対します国民健康保険特別調整交付金、こちらは令和５年１月から１２月までの収

支事業を対象とするものでございまして、これを３００万円計上するものでございます。 

 その下の表は資本的支出でございます。 

 令和５年度の資本的支出の合計額は、２５億９５２万円となっております。 

 その内訳でございますが、まず、建設改良費においては９億２，５４６万円としてございます。 

 内訳でございます。まず建設工事費については、本院における厨房・洗濯排水処理施設更新工事外１

３件、分院においては部品供給が終了している電話設備及び管理棟エアコンの更新工事、そして学校に

おいては、令和５年１２月が有効期限であります学生寄宿舎水道メーターの更新工事を見込むものでご

ざいます。 

 その下、医療機械器具費では、４億２，９０４万円を見込んでございますが、購入を予定する機器と

いたしましては、循環器系Ｘ線診断装置、高圧蒸気・酸化エチレンガス滅菌装置、心臓用超音波診断装

置等の更新を見込むほか、機器故障時の対応分といたしまして３，３００万円を計上するものでござい

ます。備品費の３億１，２８０万円につきましては、本院における周術期患者情報システム、臨床検査

情報システム、医用画像情報管理システムなどの情報システム関連備品、ほかに講堂音響設備、温冷配

膳車等の給食関連備品などの整備を見込んでおります。分院においては、監視カメラシステム、医用画

像モニター等の整備を見込んでおります。学校においては看護実習の質向上のため、吸引シミュレータ

ー及び妊娠外診モデルの購入を見込むものでございます。 

 建設改良費の最後、リース資産購入費につきましては、ガスコージェネレーション設備に係るリース

料を計上するものでございます。 

 そして、企業債償還金でございます。１５億７，３４６万５，０００円の内訳は、現病院建設分とし

て１０億９１３万円、汚水管接続換え分５８９万円、建物附属設備改修工事分３，５３３万円、医療機

器等整備分４億７，５２５万円、看護学校建設分２，６２０万円、学生寄宿舎建設分２，１６７万円を

計上するものでございます。 

 続いて、長期貸付金でございます。 

 長期貸付金では医師確保対策の一つであります研究資金貸付制度のための費用を計上してございます。

令和５年度も実施する予定としておりますが、先ほどの令和４年度補正予算（第５号）におきましても

予定数を減少させておりますが、令和５年度の当初予算につきましては２名の貸付けを予定するもので

ございます。 

 ２８ページ、下の表、（２）資本的収支不足額の補てんについてでございます。 

 令和５年度４条予算の資本的収支では、先ほどの収入額、ただいまの支出額の収支により１６億６，

４９４万円の不足額が生じることとなります。この補てんにつきましては一番下の表でお示ししますと

おり、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金のほか、現病院建設に充てた企業債に係

る元金償還金の財源といたしましては、減債積立金から補てんしようと考えております。 

 続きまして、資料は３０ページをお開きください。 
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 項番５で、その他の予算に定める事項を掲げてございます。まず、（１）債務負担行為でございます。

予算第５条に定めます債務負担行為といたしましては、表にお示しするとおり、アメニティ棟の建物の

賃借、２階・３階分の賃借の分ほか、都市ガス購入の２件を定めるものでございます。（２）は予算第

７条で定めております一時借入金の限度額でございますが、こちらは前年度と同額としております。借

入期間につきましては、暦日の関係で若干の変動がございますが、基本的な考え方は令和４年度と同様

でございます。 

 続く（３）重要な資産の取得及び処分は予算第１１条で定めております。こちらは２，０００万円以

上の有形資産の取得と処分におきまして掲げるものでございますが、令和５年度の当初予算では、取得

は６件、そして一番下の表、処分については５件を定めるものでございます。 

 ３１ページからは企業団の第６次５か年経営計画の主要施策に関係する予算の状況をお示しするもの

でございます。令和５年度の予算分からは、新規もしくは拡大事業のみをお示しし、令和４年度からの

継続事業につきましては、末尾に参考としてまとめて掲載する体裁としております。 

 それでは、新規拡大事業につきまして、ご説明申し上げます。３１ページ最初の安定的な経営の確保

における収入の確保につきましては、未収金対策といたしまして、外国人患者未収金補償保険への加入

といたしまして６０万円を計上してございます。 

 続く高度専門医療及び専門医療の提供といたしましては、がんゲノム医療連携によるがん治療の実施

で５３９万円を計上してございます。 

 続いて、医療の質の向上につきましては、教育・研修等の充実といたしまして、専門看護師及び認定

看護師の養成で２６０万円、そして臨床看護ｅラーニングの拡充で１９１万円、病院機能評価認定基準

の維持といたしまして、サーベイヤーによります模擬審査の実施で５９万円を計上してございます。 

 続く施設・設備及び医療機器等の整備につきましては、事業継続計画、いわゆるＢＣＰの充実といた

しまして、非構造部材耐震点検調査の実施で１０６万円、施設・設備の計画的な整備といたしましては、

３１ページ、一番下の表でお示しします内容を３条建物修繕費で９，２３７万円、４条建設工事費で１

億５，０８０万円を計上するものでございます。 

 ３２ページをご覧ください。 

 アメニティ棟の２階、３階フロアの賃借では３６０万円を計上するものでございます。この３階につ

きましては、先ほども申し上げましたが、大規模災害発生時には災害対策本部、あるいはＤＭＡＴの調

整本部として使用を予定しているものでございます。 

 次の医療機器の計画的な導入・更新といたしまして、表にお示しします機器等を整備し、本院では総

額４億１，００６万円、分院では１，８９８万円をそれぞれ計上するものでございます。 

 次の情報システムの計画的な導入・更新といたしまして、表にお示ししますシステム分を更新し、総

額２億５，８０８万円を計上するものでございます。分院の整備におきましては、表に示す内容、３条

建物修繕費では４４０万円、４条建設工事費は１，１７１万円を計上するものでございます。 

 最後の勤務環境の整備につきましては、医師の働き方改革への対応といたしまして、人事給与システ

ムの医師働き方改革への対応で３８５万円、働きやすい職場環境の整備といたしまして、院内保育所の

定員見直しで、３条の収益では４，４５７万円を、そして費用では１億５，７４２万円を計上している

ものでございます。 

 ３３ページにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、令和４年度からの継続事業でございます。

ご覧のとおりとなっております。説明のほうは割愛させていただきます。 

 資料は最後３４ページ、３５ページになります。 
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 こちらでは構成市負担金に関します参考資料をお示ししております。各事業に対する運営費の積算の

内訳を示すもの、あるいはその根拠となります利用者数などをお示しする資料でございます。 

 令和５年度病院事業会計予算の補足説明は以上でございますが、お手元には予算書及び予算明細書も

配付させていただいております。項目が多岐にわたりますが、併せてご確認いただけますようお願い申

し上げます。 

 令和５年度君津中央病院企業団病院事業会計予算についての補足説明は以上でございます。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。 

＜議長＞ 

 説明が終わりました。 

 國見庶務課長。 

＜庶務課長＞ 

 議案第１号にて、渡辺議員のほうから、運用状況の公表の時期ということのご質問があった件でござ

いますが、規程等でいつまでということは定めておりませんが、令和４年度に令和３年度の実績を６月

にホームページで、９月に広報誌クローバーにて公表をしております。 

 以上でございます。 

 

     日程第４ 休会について 

 

＜議長＞ 

 引き続き、日程第４、休会についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 議案調査のため、明日３月１１日から３月２６日までの１６日間を休会としたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議ないものと認め、明日３月１１日から３月２６日までの１６日間を休会とすることに決定いた

しました。 

 なお、３月２７日午後３時から本会議を開きますので、ご参集をお願いをいたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 なお、この後３時１０分から予算決算審査委員会を開きますので、よろしくお願いをいたします。 

（午後３時００分散会） 

 


